
１．介護サービス費（単位数）

1 2 3

589 659 732

665 735 808

20,615 22,785 25,048

2,923 3,227 3,544

1割 23,801円 26,275円 28,855円

2割 47,602円 52,550円 57,710円

3割 71,403円 78,825円 86,565円

２．居住費・食費（介護保険負担限度額認定証にて確認）

多床室 個室

生活保護受給者等

老齢福年金受給者

年金収入等80万円以下 2段階 430円 480円 390円

年金収入等120万円超 3段階② 430円 880円 1,360円

4段階 1,220円 1,650円 1,760円

 （入院・外泊中のお部屋を短期入所のお部屋として使わせていただく場合は居住費のご負担はありません）

※3　負担限度額4段階の方で、経管栄養の場合は食費が1,445円となります。

50

69,440円

上記以外 92,380円 105,710円

※1　年金収入等とは、公的年金等収入金額（非課税年金を含む）+その他の合計所得金額のことです。

※2　入院・外泊中においては、所定の居住費をご負担いただきます。

21,080円

25,420円 26,970円

年金収入等80万円超
120万円以下 3段階① 430円 880円 650円 33,480円 47,430円

本
人
及
び
世
帯
全
員

が
住
民
税
非
課
税

1段階 0円 380円 300円 9,300円

55,490円

個別機能訓練加算Ⅱ 20

※介護職員等処遇改善加算は、基本サービス費と各種加算の合計に既定の加算率を乗じて計算しますの
で、金額は一定ではありません。

対象者※1 段階
居住費※2

食費※3
月額合計（Ｂ）

多床室 個室

月額合計（A）

31,328円 33,767円

62,656円 67,534円

93,984円 101,301円

月
額

日額合計×31日 27,218 29,357

科学的介護推進体制加算Ⅱ

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

生活機能向上連携加算 100

介護職員等処遇改善加算（算出例）※ 3,847 4,147

排せつ支援加算Ⅰ 10

ADL維持等加算Ⅱ 60

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10

夜勤職員配置加算Ⅰ 13

栄養マネジメント強化加算 11

看護体制加算Ⅰ 4

特別養護老人ホーム星の里　利用料金（2025年1月改定）

項目
要介護度

4 5

日
額

基本サービス費 802 871

日常生活継続支援加算 36

個別機能訓練加算Ⅰ 12

日額合計 878 947



３．各種加算の説明

1割 2割 3割

30円 60円 90円

20円 40円 60円

13円 26円 39円

4円 8円 12円

36円 72円 108円

12円 24円 36円

11円 22円 33円

246円 492円 738円

1,280円 2,560円 3,840円

680円 1,360円 2,040円

144円 288円 432円

72円 144円 216円

6円 12円 18円

200円 400円 600円

50円 100円 150円

90円 180円 270円

110円 220円 330円

400円 800円 1,200円

100円 200円 300円

20円 40円 60円

3円 6円 9円

13円 26円 39円

300円 600円 900円

30円 60円 90円

60円 120円 180円

10円 20円 30円

15円 30円 45円

20円 40円 60円

100円 200円 300円

10円 20円 30円

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡の定期的な評価と管理を行う場合

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 褥瘡マネジメント加算Ⅰに加え、褥瘡発生が無い場合

生活機能向上連携加算 医療機関の理学療法士等と連携し、機能訓練計画を作成した場合

生産性向上推進体制加算Ⅱ
見守り機器等ICTのテクノロジーを導入し、業務改善を
継続的に行うとともに、データ提出を行う場合

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 基本サービス費と各種加算の総単位数×14%

排せつ支援加算Ⅰ
排せつに関する評価を行い、要介護状態の軽減が
見込まれるものについて排せつに関する支援計画
を作成し、実施している場合

排せつ支援加算Ⅱ 排せつ支援加算Ⅰに加え、排泄の状態が維持・改善された場合

排せつ支援加算Ⅲ
排せつ支援加算Ⅰに加え、排泄の状態が維持・改
善され、おむつ使用から使用無しに改善した場合

口腔衛生管理加算Ⅱ
口腔衛生管理加算Ⅰに加えて、厚生労働省の科学
的介護情報システムにデータ提出を行う場合

経口維持加算Ⅰ 経口摂取が継続できるよう支援を行った場合

経口維持加算Ⅱ 医師、歯科医師等の専門職が計画作成に加わった場合

回
数

療養食加算（1日3回） 医師の食事せんに基づく食事を提供する場合

再入所時栄養連携加算 退院時の栄養管理に関する調整を行った場合

月
額

科学的介護推進体制加算Ⅱ

入居者様に関わるデータ（栄養、褥瘡、認知
症など）を厚生労働省の科学的介護情報シス
テムに提出し、情報を提供を受けて、ケアプ
ランへ反映する体制を整えている場合

口腔衛生管理加算Ⅰ 歯科衛生士が月に2回口腔ケアを行った場合

自立支援促進加算 寝たきり防止のための機能訓練や介護を行う場合

ADL維持等加算Ⅰ 食事・入浴・着替えなどの日常生活動作が維持できた場合

ADL維持等加算Ⅱ 日常生活動作の維持水準が高い場合

個別機能訓練加算Ⅱ
個別機能訓練加算Ⅰに加えて、厚生労働省の科学
的介護情報システムにデータ提出を行う場合

日
額

夜勤職員配置加算Ⅰ 夜間帯に配置基準より1名多く配置している場合

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を1名配置している場合

日常生活継続支援加算 重度の要介護者の入居受入れを行う場合

個別機能訓練加算Ⅰ 個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を行う場合

栄養マネジメント強化加算 栄養ケア計画に基づき、栄養管理を行う場合

外泊時費用（月6回まで） 入院又は外泊を行う場合

看取り介護加算Ⅰ
看取り介護
を行う場合

①ご逝去当日

②ご逝去の前日、前々日

③ご逝去30日～4日前

④ご逝去45日～31日前

加算項目 内容（算定要件）
自己負担額

入
所
時

初期加算 入居から30日間算定

安全対策体制加算（1回のみ） 安全対策を実施する体制が整備されている場合



４．月額合計

1 2 3

33,101円 35,575円 38,155円

49,221円 51,695円 54,275円

57,281円 59,755円 62,335円

79,291円 81,765円 84,345円

1割 116,181円 118,655円 121,235円

2割 139,982円 144,930円 150,090円

3割 163,783円 171,205円 178,945円

1 2 3

44,881円 47,355円 49,935円

50,771円 53,245円 55,825円

71,231円 73,705円 76,285円

93,241円 95,715円 98,295円

1割 129,511円 131,985円 134,565円

2割 153,312円 158,260円 163,420円

3割 177,113円 184,535円 192,275円

５．その他

・上記は標準的な金額であり、実際の請求額と異なる場合があります。

※負担限度額1段階の方が個室を利用される場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証が必要です。

・オムツ類、洗濯物、リネン類は料金に含まれておりますが、医療費は含まれておりません。

・社会福祉法人等利用者負担軽減確認証をお持ちの方は、軽減率に応じて割引が行われます。

・被爆者手帳をお持ちの方は、介護サービス費の自己負担分が免除されます。

負担限度額3段階② 100,768円 103,207円

負担限度額4段階

137,038円 139,477円

168,366円 173,244円

199,694円 207,011円

負担限度額2段階 58,298円 60,737円

負担限度額3段階① 78,758円 81,197円

　【個室】

項目（A）+（B)
要介護度

4 5

負担限度額1段階 52,408円 54,847円

負担限度額3段階② 86,818円 89,257円

負担限度額4段階

123,708円 126,147円

155,036円 159,914円

186,364円 193,681円

負担限度額2段階 56,748円 59,187円

負担限度額3段階① 64,808円 67,247円

　【多床室】

項目（A）+（B)
要介護度

4 5

負担限度額1段階 40,628円 43,067円


